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１．はじめに 

我が国のエネルギー政策の基本的視座である「3E+S」の実現、及び、2050CN 宣言を受けて、再

生可能エネルギー（以下、「再エネ」とする）の主力電源化の取組を今後更に加速化させる必要が

ある。再エネの更なる導入拡大に向けては、再エネが地域から受け入れられ、地域に定着していく

ことが重要である。再エネ事業は、地域活性化やレジリエンス向上に資する側面もあり、再エネの

地域での活用に期待する地方公共団体も多い。一方で、太陽光発電設備を中心に急速に導入が進

んだことから、パネル廃棄や景観問題等の懸念が顕在化している事例も存在し、新たに再エネ事

業を実施するのが難しい状況にある地域も一部存在している。 

上述の背景を踏まえ、本事業では、地域共生に取り組む優良な再エネ事業を適切に評価し、普及

促進することを目的として、顕彰する制度を創設するため、以下事業内容を実施した。 

 

➢ 地域共生型再エネ事業に関する実態調査 

➢ 地域共生型再エネ事業の顕彰制度に関する有識者検討会の開催 

➢ 地域共生型再エネ事業の顕彰に向けた方針案の策定 

➢ 地域共生型再エネ事業の顕彰のための自治体向けガイドライン案の策定 

➢ 地域共生型再エネ事業のロゴマークの作成 
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２．事業概要 

２.１ 地域共生型再エネ事業に関する実態調査 

地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰制度（以下、「顕彰制度」とする）の制度設計にあたり、

再エネ事業を通じた地域貢献事例や、地方自治体における地域共生型の再エネ事業の評価制度等

を調査した。 

２.２ 地域共生型再エネ事業の顕彰に向けた方針案の策定 

顕彰制度の創設に向けて、前述した調査や後述の有識者検討会における議論を踏まえ、方針案

を策定した。 

具体的には、顕彰制度の制度目的、制度スキーム、審査項目、応募事業の評価・審査方法、顕彰

事業に対する支援措置、ロゴマーク付与の検討の方向性等について検討し、方針案を策定した。 

今後、この方針案を参考としつつ、資源エネルギー庁において、制度実施に当たっての詳細設計

等を講じることとなる。 

２.３ 地域共生型再エネ事業の顕彰のための自治体向けガイドライン案の策定 

地域共生の在り方は地域によって異なるため、顕彰制度においては、自治体からも応募事業の

評価をしてもらうこととした。自治体が評価するにあたり、「地域共生型再生可能エネルギー事業

顕彰制度の実施に向けた自治体向けガイドライン（案）」（以下、ガイドライン案とする）を策定し

た。同ガイドライン案においては、自治体が応募事業を評価する際の参考として、「再エネ事業の

評価手順」等を示した。 

今後、このガイドライン案を参考としつつ、資源エネルギー庁において、制度実施に当たっての

詳細設計等を講じる中で、加筆・修正等を講じることとなる。 

２.４ 地域共生型再エネ事業の顕彰制度に関する有識者検討会の開催 

顕彰制度の検討にあたり、学術有識者、再エネ業界有識者、金融業界有識者により構成される有

識者検討会を合計 4回開催し、検討会における意見を制度の検討及び設計に反映した。 

２.５ 地域共生型再エネ事業のロゴマークの作成 

顕彰事業に対して付与するロゴマーク（案）を募集し、候補となるロゴマークを提案した。 

今後、提案されたロゴマークを参考としつつ、資源エネルギー庁において、最終的なロゴマーク

の作成をすることとなる。 
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３．事業内容 

３.１ 地域共生型再エネ事業に関する実態調査 

３.１.１ 地域共生に取り組む再エネ事業の先行事例 

（１）目的 

地域共生型再エネ事業の先行事例と考えられる事業の実態を明らかにすることにより、顕彰制

度の対象となりうる要件等を検討するとともに、各要件に即した事例のイメージをガイドライン

案に掲載することを目的として実施した。 

（２）内容・成果 

まず、「再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会（第 18回）」（2020/7/22開

催）/「『再エネ型経済社会』の創造に向けて」（79頁）における「地域と共生する再エネ事業の要

件案」等を参考に、以下の通り、事例のテーマを分類した。 

 

１．再エネを活用した地域社会の産業基盤の構築：地域での雇用や調達、関連産業の発展、 

教育機関との連携等 

２．地域への再エネの安定供給の確保：地域の防災計画との連携、設備のレジリエンス強化等 

３．長期安定的な事業実行宣言：FIT買取期間終了後の事業計画の検討等 

 

図表 1 地域と共生する再エネ事業の要件案 

 
資料：「再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会（第 18回）」（2020/7/22 開催） 

/「『再エネ型経済社会』の創造に向けて」（79頁） 

 

次に、上記１．～３．のいずれか、或いは全てに該当する先行事例として、19事例を抽出

し、ヒアリング調査を実施した。（各事例の概要等は本報告書「５．１ 実態調査の実施結果」

を参照） 

ヒアリングした項目は、以下の通りである。 

・取組目的、経緯 

・地域課題、再エネ計画等との関係、地域ニーズの反映状況 

・事業内容・事業スキーム 
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・地域貢献の内容 

・FIT 期間終了後の事業継続を見据えた運用の内容 

・事業実施状況、事業実施における課題と解決策 

・地域内外の協力体制 

・今後の方向性  /等 

 

３.１.２ 地方公共団体等が実施する評価制度の事例 

（１）目的  

地方公共団体等が実施する、地域に裨益する事業を評価する既存制度の事例（評価基準や評価

方法、スキーム、インセンティブ、活用実績等）の調査結果を、地域共生型再エネ事業の顕彰に向

けた審査基準、採択方針案等を策定する際の参考資料とすることを目的として実施した。 

 

（２）内容・成果 

評価・審査項目に地域共生型再エネ事業の要件が含まれている（地域に裨益する再エネ発電事

業を評価する）支援・認定制度等を調査対象とした。都道府県に、地域に裨益する再エネ発電事業

を評価する既存制度が多いことから、主に都道府県の制度の概要について文献・資料、インター

ネットにて概要を調査するとともに、以下の自治体の評価制度に関しては、ヒアリング調査を実

施した。（各事例の概要等は本報告書「５．１ 実態調査の実施結果」を参照） 

 

＜ヒアリング調査対象先＞ 

・都道府県：千葉県、静岡県、兵庫県 

・市町村：神奈川県小田原市、愛知県豊田市、兵庫県宝塚市 

 

ヒアリングした項目は、以下の通りである。 

・支援・認定制度等の内容・対象分野 

・同制度における支援対象を評価・採択する際の方針・基準、重視点、課題 

・同制度における支援対象を審査する際の方法・体制 

・同制度の活用実績（採択案件の内容、採択後の状況（地域貢献効果等）） ／等 
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国よりも自治体の方が適切に評価できることから、再エネ事業の評価プロセスには自治体の関与

を求めることとする。 

 

図表 3 顕彰制度のスキーム 

 

 

2）審査項目 

従来の FIT制度で求めている、設備の安全性、住民理解を最低限の要件とし、地域共生再エネ

３要件（地域社会の産業基盤の構築・災害時の安定供給の確保・長期的な事業実行計画）を満た

すものを顕彰することとする。 

 

図表 4 地域共生再エネの審査項目 

 

 

3）自治体による応募事業の評価 

中長期的には自治体のキャパビルにも繋げるという観点から、単に評価の記入をするのみなら

ず、自らの地域にとっての地域共生の在り方を考える仕組みとする方向で検討した。自治体には、

（１）地域ニーズの調査・把握、（２）地域共生再エネ３要件の配点比率の決定、（３）評価の記
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5）顕彰事業に対する支援措置 

顕彰された事業に対するロゴマーク付与や、資源エネルギー庁のウェブサイト上での紹介等を

通じた広報を検討する。 

さらに、将来的には、各種補助金申請時の加点や地元金融機関との連携、自治体の既存施策との

連携等を検討する。 

 

３.４ 地域共生型再エネ事業の顕彰のための自治体向けガイドライン案の策定 

（１）目的 

顕彰制度における自治体向けのガイドラインとして、「地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰

制度の実施に向けた自治体向けガイドライン（案）」を策定した。 

今後、このガイドライン案を参考としつつ、資源エネルギー庁において、制度実施に当たっての

詳細設計等を講じる中で、加筆・修正等を講じることとなる。 

 

（２）内容・成果 

本報告書「５.３ 地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰制度の実施に向けた自治体向けガイ

ドライン（案）」を参照。 
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３.５ 地域共生型再エネ事業のロゴマークの作成 

３.５.１ 目的 

地域共生型再生可能エネルギー顕彰制度の採択者に付与するロゴマークのデザイン案を作成す

ることを目的として実施した。 

今後、提案されたロゴマークを参考としつつ、資源エネルギー庁において、最終的なロゴマーク

の作成をすることとなる。 

 

３.５.２ 内容・成果 

（１）ロゴマーク候補案の募集 

ロゴマークの公募ができるプラットフォーム（株式会社クラウドワークスが提供）を活用し

2021 年１月６日より１月 20 日までの２週間、ロゴマーク候補案（５作品）の公募を実施した。

その結果、47人、79件の応募があった。 

 

（２）ロゴマーク候補案の選定結果 

上記応募案の中から、5 つのロゴデザイン候補案を選定した、選定した候補案は以下の通り。

また、これら 5つの候補案に関し、商標調査を実施し、他の商標権への侵害がないことを確認し

た。 

 

図表 7 ロゴマーク候補案の採用作品 
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４．おわりに 

上述の事業を通じて策定した、顕彰制度の方針案やガイドライン案を基としつつ、事業者や自治

体、及び、有識者等へのヒアリングなどを実施しながら、今後、事業スキームの詳細検討や、制度

開始に向けた準備を、資源エネルギー庁において実施する予定である。 
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5 

地産地消

型エネル

ギー利用

のための

コンパク

トネット

ワーク構

築事業 

鹿

児

島

県

日

置

市 

ひおき地

域エネル

ギー株式

会社 

・市内に、太陽光発電設備、蓄電池、逆潮流防止設備、及

びエネルギーマネジメントシステムを導入 

・複数のコンパクトグリッド内（公共施設、病院、公園、

温浴施設等）において発電設備と需要家を自営線でつなぎ

電力供給するとともに、不足分の電力は JEPXなどから調達 

・災害時における公共施設への電力供給を検討中 

・当事業の収益の一部を基金に拠出し、地域のために寄付 

・事業計画の期間（20年間）終了後も、事業を継続する予

定 

6 

風

力

発

電 

石狩市厚

田区・市

民風力発

電事業 

石

狩

市

厚

田

区 

株式会社 

厚田市民

風力発電 

・市民ファンドにより事業資金の一部（約１億）を調達し

た風力発電 

・売電収入の一部は、市の基金へ寄付され、森づくりや市

内の環境関連の取組に活用 

・市民ファンドの利益の一部は、地元活動団体等へ寄付さ

れ、区の活性化のための取り組みに活用 

7 

松前町に

おける地

域貢献事

業 

北

海

道

松

前

町 

東急不動

産株式会

社 

・風力発電・蓄電設備を活用した地域マイクログリッドを

計画 

・夏は風が弱いため、太陽光発電設備も新設予定 

・系統を活用し、平常時は FIT電源として一般送配電事業

者に、非常時は公共施設や住宅地に電力供給 

・地元食材の販売ルート開拓、出前講座や地元の子供たち

向け風車にお絵描きイベント開催を実施 

・地域の防災計画と連携 

・災害発生（上位系統遮断）時に、町主要部（町庁舎、病

院、消防署、住宅地等）に 1週間程度電力供給が可能 

・FIT期間終了後も地産地消の電源として活用予定 

8 

小

水

力

発

電 

秩父寺沢

川小水力

発電事業 

埼

玉

県

秩

父

市 

陽野ふる

さと電力

株式会社 

・発電した電気を、地域新電力経由で地域の需要家に供給 

・同発電事業において新規雇用者を創出 

・地域の建設会社や電気工事業者が施工 

・収益の一部は、里山の環境保護整備の資金や、観光のた

めの案内所、遊歩道、ベンチなどの設置整備などの資金と

して充当 

9 

大日止昴

小水力発

電事業 

宮

崎

県

日

之

影

町 

大人発電

農業協同

組合 

・農業用水路を活用した小水力発電所を建設 

・稲作を優先し、非灌漑期のみ発電 

・売電収入は、農業用水路の維持管理の他、公民館活動の

支援や文化芸能の維持にも活用 

・売電先の新電力と地域貢献も含めたパートナーシップ契

約を締結し、地域の祭で共に神輿を担ぐなど、住民との交

流も実施 
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10 

新曽木水

力発電事

業 

鹿

児

島

県

伊

佐

市 

株式会社

工営エナ

ジー 

・観光名所である「曽木の滝」の流量・落差を活用した流

れ込み式小水力発電所を建設し、2013年 5月から運転を開

始 

・市と「曽木の滝再生可能エネルギー創出事業実施協定」

を 2011年 11月に締結、発電所の建設・運営・管理、学習

型観光の促進への協力等の役割を担う 

・毎年、売上高の数％を地域貢献費として拠出。発電施設

の観光拠点化、パンフレットや DVD等学習教材の作成・更

新、学校や団体への研修を市の観光ボランティアガイドと

協力して実施等に充当し、残額は市に一般寄付。小中学校

の環境学習授業や大手旅行会社の施設見学ツアーとして定

着してきており、市も観光面で大きな効果を実感 

・滝の景観維持に関する市との取り決めで、河川流量が

18m3/secを下回ると発電は自動停止 

11 

永吉川水

力発電事

業（水永

吉君） 

鹿

児

島

県

日

置

市 

ひおき地

域エネル

ギー株式

会社 

・出資者でもある地元企業とともに、自治体や地元金融機

関の協力も得ながら、小水力発電の開発を推進 

・発電した電気は地産地消の電気として地域内で利用 

・売電収入の一部を基金に拠出し、地域のために寄付 

・地域に親しまれる発電所とするため、発電所の愛称を公

募 

・発電所建屋の側面を地域の小学生と地元在住のイラスト

レーターが一緒に制作した絵で装飾 

・FIT期間終了後も発電設備を維持し、発電事業を継続す

ることで、地域へ貢献する予定 

12 

バ

イ

オ

マ

ス

発

電 

内子バイ

オマス発

電事業 

愛

媛

県

内

子

町 

内子バイ

オマス発

電合同会

社 

・木質ペレットのガス化発電設備（1,115kW）、出資金（特

定出資）の 65%が地元企業 

・内子町では、バイオマスタウン構想を策定し、林内に捨

てられていた間伐材を回収するとともに、ペレット製造を

開始 

・ペレットの需要は冬期に限定され消費量も少ないため、

需要確保の目的で小型の木質ペレット発電施設を導入 

・地域の森林から未利用材を購入し、地域の林業者が収集

することにより、地元林業関係者の収入源、雇用が増加 

・地元小学校等から定期的に訪問を受け付け、林業教育や

環境教育に貢献 

13 

山林未利

用材によ

る木質バ

イオマス

発電事業 

大

分

県

日

田

市 

日本フォ

レスト株

式会社 

・山林未利用材を活用したチップを燃料とするバイオマス

発電 

・山林未利用材を購入することで地元林業の活性化に貢献 

・関連会社の電力小売事業者を通じ、市庁舎等の公共施

設、市内全ての小中学校へ電力供給 

・グループ全拠点・全工場に非化石証書を活用し、再エネ

100％の電気を供給 

・FIT買取期間終了後は、原料を未利用チップから廃棄物

チップに置き換え、発電事業を継続 

・発電した電気は、関連会社の電力小売事業者に環境価値

をつけて供給することで、採算性を確保 
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14 

熊本市廃

棄物発電

事業 

熊

本

県

熊

本

市 

スマート

エナジー

熊本株式

会社 

・市の清掃工場（東部及び西部環境工場）における廃棄物

発電の余剰電力を 220を超える市施設へ供給し、その結

果、市は従来の契約条件と比較して年間約 1.8億円（令和

元年度実績）の電気料金を削減 

・地域の防災計画と連携 

・令和元年度からは、複数の防災拠点等に大型蓄電池を設

置することで、平常時は市の公共施設で使用する電力の

ピークカット・ピークシフトが可能となるとともに、災害

時における電力の確保を実現 

・一部地域で西部環境工場の余剰電力を直接供給するため

の自営線を敷設し、EV充電拠点を整備することで、系統電

力に頼らない、非常時における EVによる電力供給システム

を構築 

15 

八代市木

質バイオ

マスガス

化熱電併

給事業 

熊

本

県

八

代

市 

株式会社

日奈久バ

イオマス 

・県産材の未利用材の生木質チップを活用した木質バイオ

マス発電 

・ガス化発電による廃熱を、発電用生木質チップの乾燥、

熱帯果樹の温室加熱や、食品の加工乾燥処理等に利用 

・地域の観光や産業振興・雇用（食品乾燥事業等）等に貢

献するため、市と連携協定を締結し県に協力要請 

・発電所、食品加工乾燥施設、農園合計で 20人以上の雇用

を創出 

16 

みやざき

バイオマ

スリサイ

クル発電

事業 

宮

崎

県

川

南

町 

みやざき

バイオマ

スリサイ

クル株式

会社 

・鶏ふんの焼却熱によるバイオマス発電 

・鶏ふんの大量焼却による減量化、畜産業の安定的成長

（農家個別の設備投資軽減）、環境負荷の低減（臭い・地

下水・河川・土壌への影響）、雇用創出に貢献 

・県ではブロイラー産業が一つの基幹産業になっており、

その成長を支えるには終末処理は必須であるため、FIT期

間終了後も発電事業を継続、そのための事業計画を構築中 

17 

木質バイ

オマス発

電所 

宮

崎

県

児

湯

郡 

株式会社

森林パ

ワーホー

ルディン

グス 

・山林未利用材を活用したチップを燃料とするバイオマス

発電 

・持株会社の傘下に３つの木質バイオマス発電所及びチッ

プ製造会社を置く。３つの木質バイオマス発電所のうち 2

つが稼働済み 

・稼働中のバイオマス発電所のうち、１つは 24人、もう 1

つは 17人、また、チップ工場は 29人の新規雇用を創出 
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18 

サツマイ

モバイオ

ガス発電

事業 

宮

崎

県

都

城

市 

霧島酒造

株式会社 

・工場内に焼酎粕リサイクルプラントを建設。副産物のメ

タン発酵処理によって生産したバイオガスは、焼酎製造の

蒸気ボイラー燃料に利用 

・未利用のバイオガスを有効利用するため、サツマイモ原

料由来のバイオガス発電を開始 

・焼酎かすの処理を行うプラントの運営管理（バイオガス

発電・熱利用事業を含む）で約 30～40人が従事 

・FIT買取期間終了後も、バイオガスを熱利用や自家発電

により有効活用 

19 

地

熱

発

電 

温泉バイ

ナリー発

電事業 

福

島

県

福

島

市

土

湯

温

泉

町 

株式会社

元気アッ

プつちゆ 

・温泉の源泉から湧出する蒸気・熱水を使用した地熱発電 

・エビ養殖施設や展望デッキを併設し、観光活性化に貢献 

・売電収入は、車を持たない高齢者へのバス無料パスの支

給、地域から通学する高校・大学生の通学定期代の無償化

等、地域貢献事業に活用 

・発電後の冷却水と温泉水を活用し、オニテナガエビの養

殖に最適な水温に保つ熱交換装置を設置 

・バイナリー発電所にエビ養殖施設や展望デッキを併設

し、観光活性化や温泉街の復興に貢献 

・FIT買取期間が終了する 2030年までに、地域内で活用可

能な送配電網や蓄電池設備を整備するとともに、再エネ発

電設備を増強することで、地域内の電力需要を全て賄う計

画を検討中 
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4 

小

田

原

市 

小田原市市民

参加型再生可

能エネルギー

事業奨励金 

平成 26年 4月に施行した

「小田原市再生可能エネ

ルギーの利用等の促進に

関する条例」（平成 29年

6月改正）に基づき、市民

参加型再生可能エネル

ギー事業の認定を受けた

者に対して奨励金（固定

資産税相当額）を交付す

ることにより、市民参加

型の再生可能エネルギー

の利用を促進することを

目的とする。  

【小田原市再生可能エネルギーの利用等の

促進に関する条例】 

（市民参加型再生可能エネルギー事業の認

定） 

第 10条 市長は、市内で実施される再生可

能エネルギー事業であって、次に掲げる要

件の全てに該当すると認められるものを、

当該事業を行っているものの申請により、

市民参加型再生可能エネルギー事業として

認定することができる。 

(1) 広く市民が参加して実施される事業と

して規則で定めるものであること。 

(2) 地域の防災対策の推進に資する事業と

して規則で定めるものであること。 

(3) 地域の経済の活性化に資する事業とし

て規則で定めるものであること。 

(4) 継続することができる見込みがある事

業として規則で定めるものであること。 

第 17条 市は、市民参加型再生可能エネル

ギー事業に対し、規則で定めるところによ

り、必要な支援を行うものとする。 

5 

豊

田

市 

豊田市版環境

税・再生可能

エネルギー発

電設備減税 

「豊田市再生可能エネル

ギーの導入の推進に関す

る条例」の第 3条及び第 6

条に基づき、発電出力が

10キロワット以上 2,000

キロワット未満の再生可

能エネルギー発電設備に

係る固定資産税（償却資

産）を一部減免する。 

【豊田市再生可能エネルギーの導入の推進

に関する条例】 

(基本原則) 

第 3条 再生可能エネルギーの導入の推進

は、再生可能エネルギーが環境への負荷の

低減に寄与する安全で安心な地域資源であ

ることに鑑み、市民生活の向上、市民経済

の発展及び地域の活性化に資するよう積極

的に行われなければならない。 

(財政上の措置等) 

第 6条 市は、再生可能エネルギーの導入

の推進に関する施策を実施するために必要

な財政上の措置その他の措置を講ずるもの

とする。 

6 

宝

塚

市 

宝塚市再生可

能エネルギー

基金活用事業 

宝塚市は、地域の共有財

産である再生可能エネル

ギーを推進していくため

「宝塚市再生可能エネル

ギー基金」を創設した。

本基金を活用し、補助金

事業や市主体の事業を実

施し、学校や保育所など

の公共施設への再生可能

エネルギーの導入や公益

的な再生可能エネルギー

事業に効率的・効果的に

資金を充てる。 

【補助事業における募集要領の要件】 

・「既築集合住宅再生可能エネルギー設備

設置導入支援事業」の場合 

－応募主体：マンションの管理組合等 

－費用用途：マンションの住民間の合意形

成のための諸費用（勉強会に係る講師謝

礼、視察等に係る旅費等） 

・「太陽熱利用システム設備設置導入補支

援助成金」の場合 

   －応募主体：老健施設、福祉施設等 

   －費用用途：太陽熱利用システム設置費

用の一部を補助 
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５.２ 第 4回有識者検討会資料 
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５.３ 地域共生型再生可能エネルギー事業顕彰制度の実施に向けた自治体向けガイドライン

（案） 

第４回有識者検討会開催時点のものであり、今後このガイドライン案を参考としつつ、資源エ

ネルギー庁において、制度実施に当たっての詳細設計等を講じる中で、加筆・修正等を講じること

となる。 

  






















